
導入 •ロシアによるウクライナに対する侵略への強い危機感を共有。
•日加間の戦略的パートナーシップを一層強化。

•カナダが策定を進めている「インド太平洋戦略」は日本の「自由で開かれたインド
太平洋（FOIP）」のビジョンを含む同志国の取組を補完することを目指す。

•「FOIPに資する日本及びカナダが共有する優先協力分野」について、地域の同志国
と連携しつつ、具体的な取組を強化すべく、アクションプランとして以下を今後着
実に実施していくことで一致。

１．法の支配 • 情報保護協定に関し、可能な限り速やかに合意を達成するとの目標で正式交渉を
開始することを歓迎。
• 違法な「瀬取り」活動への対応を含む北朝鮮の核及びミサイル開発活動における
協力。拉致問題の即時解決に向けた協力。
• 核軍縮及び不拡散における協力。
• 共同訓練における連携、防衛交流の拡大、アジア海賊対策地域協力協定の貢献。
• ASEANとの協力、ASEAN中心性の支持、AOIPとの補完性の促進。東シナ海及び南シ
ナ海における力によるものを含む、あらゆる一方的な現状変更の試みに強く反対。
• 北極圏における海洋秩序維持、違法・無報告・無規制（IUU）漁業対策での協力。

•サイバー空間における協力、人工知能や量子技術等の分野での日加科学技術協力合
同委員会等を通じた協力強化。

•ODAにおける協力、カナダの「ブルーパシフィックパートナー」に参加する意図の
歓迎、透明で公正な開発金融の促進。

２．平和維持活動、
平和構築及び
人道支援・
災害救援

•平和活動での協力。日本の「国連三角パートナーシップ・プログラム」やカナダの
「軍事訓練協力プログラム」を通じた知見共有。

•平和構築及び人道支援・災害救援分野での協力、日加ACSAを通じたものを含む自衛
隊とカナダ軍との協力。
•テロ対策、女性・平和・安全保障に関する協力。
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３．健康安全保障
及び

新型コロナウイルス
感染症への対応

•ワクチン・検査・治療への公平なアクセス、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC）の推進、グローバル・ヘルス・アーキテクチャの強化。
•化学・生物・毒素兵器の使用が疑われる事案を調査する国連事務総長メカニズム
（UNSGM）の機能強化に向けた連携強化、ASEANにおけるヘルス・バイオセキュリ
ティ分野での協力、国際獣疫事務局との持続可能な研究に向けた取組。

４．エネルギー
安全保障

•液化石油ガス（LPG）及びLNGカナダ等による二国間エネルギー協力を歓迎。
•再生可能エネルギー、クリーンテクノロジー移行に向けた技術への貢献に対する
民間部門の関心に留意。炭素回収・利用・貯留（CCUS）及びカーボンリサイクル、
水素とアンモニア活用を促進。
•小型モジュール原子炉（SMR）の役割を重視。原子炉運転期間延長の意義を強調。
•重要鉱物のサプライチェーンの強靱化を奨励する両国政府の重要な努力を歓迎。
•日加エネルギー政策対話を通じた協力。

５．自由貿易の促進
及び

貿易協定の実施

•TPP11への加入申請に関し、協定のハイスタンダードを維持し、経済的威圧及び不
公正な貿易慣行を許容しないとの精神と原則を堅持することの重要性を共有。加
入申請エコノミーの「トラックレコード」の重要性を強調。
•WTO 改革に取り組む意図を表明。WTO改革に関するオタワ・グループにおける協力。
•サプライチェーンの強靱化及び新興技術における協力を含む長期的な経済安全保
障を促進するための協力を深化。
•経済的威圧や、強制技術移転等の非市場的政策及び慣行に協力して対応。

６．環境及び
気候変動

•環境・気候変動に関する閣僚級対話等を通じた協力。
•パリ協定の目標達成に向けた、主要な温室効果ガス排出国・地域への働きかけ。
•持続可能な海洋経済の達成、海洋環境を含むプラスチック汚染に関する協力。
•森林保護と生物多様性の重要性を再確認。
•食料安全保障と気候変動、大阪・関西万博に関する協力強化。


